
複合災害等により孤立した場合の対応（京都府）

Ｈ

大浦会館（屋内退避施設）
収容可能者人数（７０人）

成生漁村センター
収容可能者人数（６０人）

船舶による避難

ヘリによる避難

 UPZ内では全面緊急事態となった場合、屋内退避を行う。その後、一時移転等の指示が出た場合には、避難を実
施。

 UPZ内の半島及び沿岸部、中山間地域については、複合災害の発生等により、道路が使用できず住民が孤立した
場合に備え、臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄを整備。また、海路や空路での避難体制が整うまでは、放射性防護対策施設を含む屋内
退避施設にて屋内退避を実施し、避難体制が十分に整った段階で一時移転等を実施。

 また、道路等の管理者は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行
い､早期の道路交通の確保に努める。

Ｈ

大丹生コミュニティセンター
収容可能者人数（２７０人）

※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定
※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊 ）に支援を要請
※ 舞鶴市の大浦半島以外の地区が孤立した場合の対応も同様とする。

舞鶴市の一例：大浦半島

竜宮浜漁港

成生漁港

田井漁港

水ヶ浦漁港
大丹生コミュニティ

センターグラウンド

舞鶴火力発電所桟橋

西大浦漁港 大浦小学校
グラウンド

田井コミュニティセンター
グラウンド

＜凡例＞

：放射線防護施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地

：漁港・港湾施設

：放射線防護施設以外の屋内
退避施設（収容可能者数）

Ｈ

野原漁港

大浦小学校
収容可能者人数（３００人）

田井漁村センター
収容可能者人数（１００人）
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京都府

大浦半島はPAZが含まれて
いるため、UPZ内で他の孤

立地域のスライドは作成で
きますか。



施設敷地緊急事態
（屋内退避準備要請）

警戒
事態

全面緊急事態（屋内退避指示）

複合災害等（地震）により屋内退避が困難となる場合の基本フロー

 地震による家屋の倒壊等により、家屋における滞在が困難な場合には、安全確保のため市町にて開設する近隣の指定避
難所等に避難を実施。

 その後、全面緊急事態となり、屋内退避指示がでている中で余震が発生し、家屋や既に避難している近隣の指定避難所等
への被害が更に激しくなる等、屋内退避の継続が困難な場合には、人命の安全確保等の地震に対する避難行動を 優先
することが重要。このことから、市町にて開設するＵＰＺ内の別の指定避難所等や、あらかじめ定められているＵＰＺ外の避難
先へ速やかに避難を行う。

 なお、屋内退避指示中に避難を実施する際には、国（原子力災害対策本部）及び関係府県等は、住民等の避難を安全を確
保するため、及び住民等の避難を円滑に実施するため、避難経路や避難手段の他、原子力発電所の状況や緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝ
ｸﾞの結果、気象情報等について、確認・調整等を行う。

余
震
発
生

地
震
発
生

家屋が倒壊等した場合に
は、近隣の指定避難所等

にて屋内退避

自家用車・バスによる避難

自家用車・バスによる避難

屋内退避準備

ケ
ー
ス
１

ケ
ー
ス
２

既に避難している近隣の指定
避難所等にて屋内退避

自宅にて屋内退避

ＵＰＺ外

府県内外避難先

・原子力災害時に備えあ
らかじめ設定している府
県内避難先

府県内避難先：Ｐ○参照
府県外避難先：Ｐ○参照
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＜屋内退避中に余震が発生し被害が激しくなった場合＞

家屋が倒壊等した場合には、市町にて
開設する近隣の指定避難所等へ避難

余震発生に伴い、屋内退避の
継続が困難な状況が発生



 ＵＰＺ内で一時移転等の対象となる区域は、ＵＰＺ内全域ではなく、その一部に留まることが想定される点に留意。
ここではあえて、福井県ＵＰＺ内全域において福祉車両による避難が必要な要支援者が、一時移転等を実施する
と仮定した場合の輸送能力を確保する。

 必要となる輸送能力は、車椅子車両が○○台、ストレッチャー車両が○○台に対して、福井県内における保有車
両数はそれぞれ、○○台と○○台であり、必要台数を確保。

 また、要支援者の一時移転等の際には、まずは県内で保有している福祉車両を利用して避難することを優先する
が、それでも不足するような場合には、（一社）福井県タクシー協会が保有するタクシー（○○台）を活用。
（車椅子を荷台に積むことや座席のリクライニング利用などにより、福祉車両と同等の輸送が可能。）

 なお、それでも必要車両数が確保できない場合には、国の原子力災害対策本部にて福祉車両の確保にむけた調
整を行う。

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）に支援を要請

車椅子車両 ストレッチャー車両 備考

在宅 ○○ 台 ○○ 台

医療機関 ○○ 台 ○○ 台

社会福祉施設 ○○ 台 ○○ 台

合計 ○○台※１ ○○台※２

※１ 車椅子車両は１台あたり２名の要支援者の搬送をするこ
とを想定
※２ ストレッチャー車両は１台あたり１名の要支援者の搬送
をすることを想定

必要車両台数 ○○台 ○○台 ・ピストン輸送（１４往復）を想定

県内の福祉車両保有数 ○○台 ○○台
・県内における医療機関や社会福祉施設等における保有台

数の合計数

（一社）福井県タクシー協会
によるタクシー保有数

○○○台
・一般タクシーは、座席のリクライニング利用や支援者の同
伴により、福祉車両と同等の輸送能力が確保可能

※ この他、関西電力の保有する福祉車両（車椅子車両○台、ストレッチャー・車椅子兼用車両○台）について活用

ＵＰＺ内市町の一時移転等における福祉車両の確保（福井県）
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 ＵＰＺ内で一時移転等の対象となる区域は、ＵＰＺ内全域ではなく、その一部に留まることが想定される点に留意。
ここではあえて、京都府ＵＰＺ内全域において福祉車両による避難が必要な要支援者が、一時移転等を実施する
と仮定した場合の輸送能力を確保する。

 必要となる輸送能力は、車椅子車両が○○台、ストレッチャー車両が○○台に対して、京都府内における保有車
両数はそれぞれ、○○台と○○台であり、必要台数を確保。

 また、要支援者の一時移転等の際には、まずは府内で保有している福祉車両を利用して避難することを優先する
が、それでも不足するような場合には、（一社）京都府タクシー協会が保有するタクシー（○○台）を活用。
（車椅子を荷台に積むことや座席のリクライニング利用などにより、福祉車両と同等の輸送が可能。）

 なお、それでも必要車両数が確保できない場合には、国の原子力災害対策本部にて福祉車両の確保にむけた調
整を行う。

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）に支援を要請

車椅子車両 ストレッチャー車両 備考

在宅 台 台

医療機関 台 台

社会福祉施設 台 台

合計 台※１ 台※２

※１ 車椅子車両は１台あたり○名の要支援者の搬送をする
ことを想定
※２ ストレッチャー車両は１台あたり１名の要支援者の搬送
をすることを想定

必要車両台数 ○台 ○台 ・ピストン輸送（14往復）を想定

府内の福祉車両保有数 ○○○台 ○台
・府内における医療機関や社会福祉施設等における保有台

数の合計数

（一社）京都府タクシー協会
によるタクシー保有数

○○○台 ○台
・一般タクシーは、車椅子を荷台に積むなどすることで、車
椅子専用の福祉車両と同等の輸送能力が確保可能

※ この他、関西電力の保有する福祉車両（車椅子車両○台、ストレッチャー・車椅子兼用車両○台）について活用

ＵＰＺ内市町の一時移転等における福祉車両の確保（京都府）
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UPZ内市町の一時移転等における輸送能力の確保（福井県）

 ＵＰＺ内で一時移転等の対象となる区域は、ＵＰＺ内全域ではなく、その一部に留まることが想定され
る点に留意。ここではあえて、福井県におけるＵＰＺ内全域が、県内避難先に原則自家用車による一
時移転等を実施すると仮定した場合の輸送能力を確保する。

 必要となる輸送能力は、想定対象人数約○○○人、必要車両数○○台に対して、福井県内バス会社
の保有車両数は882台と必要台数を確保。

 なお、県内の輸送手段では不足する場合、関西広域連合等関係機関が関西圏域の府県及び隣接府
県等の関係団体から輸送手段を調達する（詳細については96頁参照）。

※1 福井県避難時間推計シミュレーションに基づく想定
※2 県内避難先の被災等により県外避難する一部住民については、集団で避難することを基本に、自家用車の乗り合わせやさらなるバスの確保を実施。
※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊 ）に支援を要請
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合計 高浜町 おおい町 小浜市 若狭町 備考

対象人数
（想定）
（人）

ＵＰＺ内人口 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ H○.○.○現在

バスによる一時
移転等が必要と

なる住民
○○ ○○ ○○ ○○ ○○

・UPZ内人口×0.05
・住民の5％がバスによる
一時移転等が必要となると
想定※1

必要車両台数※2 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
ﾊﾞｽ1台当り45人程度の乗車を
想定

福井県内のバス会社
保有車両 ○○○

福井県内のバス会社から必要
な輸送手段を調達

関西圏域及び隣接府県
保有台数 ○○○○

関西広域連合等関係機関が
関係団体から輸送手段を調達



UPZ内市町の一時移転等における輸送能力の確保（京都府）

 UPZ内で一時移転等の対象となる区域は、UPZ内全域ではなく、その一部に留まることが想定される
点に留意。ここではあえて、京都府におけるUPZ内全域が一時移転等を実施すると仮定した場合の
輸送能力を確保する。

 必要となる輸送能力は、想定対象人数約○○○人、必要車両数○○○台に対して、京都府内バス会
社の保有車両数は2,261台と必要台数を確保。

 なお、府内の輸送手段では不足する場合、関西広域連合等関係機関が関西圏域の府県及び隣接府
県等の関係団体から輸送手段を調達する（詳細については96頁参照）。

※1 京都府避難時間推計シミュレーションに基づく想定
※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊 ）に支援を要請
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合計 舞鶴市 福知山市 綾部市 宮津市 南丹市 京丹波町 伊根町 備考

対象人数
（想定）
（人）

ＵＰＺ内人口 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ H○.○.○現在

バスによる一時
移転等が必要と

なる住民
○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○

・UPZ内人口×0.75
・住民の75％がバスによる
一時移転等が必要となると
想定※1

必要車両台数 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○
ﾊﾞｽ1台当り45人程度の乗車を
想定

京都府内のバス会社
保有車両 ○○○

京都府内のバス会社から必要
な輸送手段を調達

関西圏域及び隣接府県
保有台数 ○○○○

関西広域連合等関係機関が
関係団体から輸送手段を調達


